
計量法施行規則別表第４（第38条、第40条、第41条、第42条、第43条、第44条の2関係）

六

濃
度

五

熱
量

四

体
積

三

面
積

二

質
量

一

長
さ

事
業
の
区
分

水
ま
た
は
土
壌
中

の
物
質
の
濃
度
に

係
る
事
業

大
気
中
の
物
質
の

濃
度
に
係
る
事
業

イロハニホヘト イロハニホヘトチリヌ イロハ イロ イロ

対
象
物
質
の
分
析
方
法
に
応
じ
必
要
と
な
る
分
析
機
器
ま
た
は
分
析
装
置
お
よ
び
標
準
物
質

非
自
動
は
か
り

（
ひ
ょ

う
量
が
百
グ
ラ
ム
以
上
で
あ
っ

て
感
量
が
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

に
限
る

。

）

イ
オ
ン
交
換
式
若
し
く
は
蒸
留
式
の
純
水
製
造
装
置
ま
た
は
純
水

対
象
物
質
の
分
析
方
法
に
応
じ
必
要
と
な
る
排
ガ
ス
処
理
の
た
め
の
装
置

（
有
害
物
質
の
排
出

を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
性
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る

。

）

対
象
物
質
の
分
析
方
法
に
応
じ
必
要
と
な
る
排
水
処
理
の
た
め
の
装
置

（
有
害
物
質
の
排
出
を

防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
性
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る

。

）

ガ
ラ
ス
電
極
式
水
素
イ
オ
ン
濃
度
検
出
器

ガ
ラ
ス
電
極
式
水
素
イ
オ
ン
濃
度
指
示
計

対
象
物
質
の
分
析
方
法
に
応
じ
必
要
と
な
る
分
析
機
器
ま
た
は
分
析
装
置
お
よ
び
標
準
物
質

非
自
動
は
か
り

（
ひ
ょ

う
量
が
百
グ
ラ
ム
以
上
で
あ
っ

て
感
量
が
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

に
限
る

。

）

イ
オ
ン
交
換
式
若
し
く
は
蒸
留
式
の
純
水
製
造
装
置
ま
た
は
純
水

対
象
物
質
の
分
析
方
法
に
応
じ
必
要
と
な
る
排
ガ
ス
処
理
の
た
め
の
装
置

（
有
害
物
質
の
排
出

を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
性
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る

。

）

対
象
物
質
の
分
析
方
法
に
応
じ
必
要
と
な
る
排
水
処
理
の
た
め
の
装
置

（
有
害
物
質
の
排
出
を

防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
性
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る

。

）

温
度
計

（
計
量
範
囲
が
零
度
か
ら
五
百
度
よ
り
も
広
い
も
の
で
あ
っ

て

、
目
量
が
二
度
以
下
の

も
の
に
限
る

。

）

ガ
ス
メ
ー

タ
ー

（
一
時
間
当
た
り
の
使
用
最
大
流
量
が
三
百
リ
ッ

ト
ル
ま
で
の
範
囲
の
流
量
を

計
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る

。

）

Ｕ
字
型
マ
ノ
メ
ー

タ
ー

ま
た
は
傾
斜
型
マ
ノ
メ
ー

タ
ー

ピ
ト
ー

管
式
流
速
計
ま
た
は
熱
線
式
流
速
計

吸
引
装
置

（
気
体
を
吸
引
で
き
る
も
の
に
限
る

。

）

ボ
ン
ベ
型
熱
量
計

非
自
動
は
か
り

（
ひ
ょ

う
量
が
百
グ
ラ
ム
以
上
で
あ
っ

て
感
量
が
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

に
限
る

。

）

ベ
ッ

ク
マ
ン
温
度
計
ま
た
は
電
気
式
温
度
計

皮
革
面
積
計

校
正
用
面
積
板

非
自
動
は
か
り

（
自
重
計
を
除
く

。

）

表
す
質
量
が
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
の
分
銅

一一一一一一一 一一一一一一一一一一 一一二 一 一一 一一 一
数
量

環
境
計
量
士

（
濃
度

関
係

）

一
般
計
量
士

計
量
士

直
尺

、
巻
尺
ま
た
は
才
取
尺

直
尺

、
巻
尺
ま
た
は
才
取
尺

特
定
計
量
器
そ
の
他
の
器
具

、
機
械
ま
た
は
装
置
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六
の
二

特
定

濃
度

水
ま
た
は
土
壌
中

の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

類
の
濃
度
に
係
る

事
業

大
気
中
の
ダ
イ
オ

キ
シ
ン
類
の
濃
度

に
係
る
事
業

イロハニホヘト イロハニホ イロハニホヘトチリヌ

騒
音
計

（
う
ち
一
台
は

、
精
密
騒
音
計
に
限
る

。

）

三
脚
お
よ
び
防
風
ス
ク
リ
ー

ン

音
圧
レ
ベ
ル
校
正
器

（
発
生
す
る
周
波
数
が
二
百
五
十
ヘ
ル
ツ
以
上
で
あ
っ

て

、
〇
・
五
デ
シ

ベ
ル
以
上
の
精
度
で
校
正
で
き
る
も
の
に
限
る

。

）

レ
ベ
ル
レ
コ
ー

ダ
ー

（
三
十
一
・
五
ヘ
ル
ツ
か
ら
八
千
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
範
囲
に
お
い

て

、
記
録
で
き
る
レ
ベ
ル
範
囲
が
五
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
も
の
に
限
る

。

)

オ
ク
タ
ー

ブ
バ
ン
ド
分
析
器
ま
た
は
こ
れ
と
同
じ
若
し
く
は
よ
り
高
い
性
能
を
有
す
る
周
波
数

分
析
器

（
三
十
一
・
五
ヘ
ル
ツ
か
ら
八
千
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
範
囲
の
周
波
数
を
分
析
で
き
る
も
の

に
限
る

。

）

三
分
の
一
オ
ク
タ
ー

ブ
バ
ン
ド
分
析
器
ま
た
は
こ
れ
と
同
じ
若
し
く
は
よ
り
高
い
性
能
を
有
す

る
周
波
数
分
析
器

（
二
十
ヘ
ル
ツ
か
ら
一
万
二
千
五
百
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
範
囲
の
周
波
数
を
分
析

で
き
る
も
の
に
限
る

。

)

デ
ー

タ
レ
コ
ー

ダ
ー

（
五
十
ヘ
ル
ツ
か
ら
八
千
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
範
囲
に
お
い
て

、
五
十

デ
シ
ベ
ル
以
上
の
レ
ベ
ル
範
囲
で

、
正
負
一
デ
シ
ベ
ル
以
内
の
偏
差
で
記
録
で
き
る
も
の
に
限

る

。

)

対
象
物
質
の
分
析
方
法
に
応
じ
必
要
と
な
る
分
析
機
器
ま
た
は
分
析
装
置
お
よ
び
標
準
物
質

非
自
動
は
か
り

（
ひ
ょ

う
量
が
百
グ
ラ
ム
以
上
で
あ
っ

て
感
量
が
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

に
限
る

。

）

イ
オ
ン
交
換
式
若
し
く
は
蒸
留
式
の
純
水
製
造
装
置
ま
た
は
純
水

対
象
物
質
の
分
析
方
法
に
応
じ
必
要
と
な
る
排
ガ
ス
処
理
の
た
め
の
装
置

（
有
害
物
質
の
排
出

を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
性
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る

。

）

対
象
物
質
の
分
析
方
法
に
応
じ
必
要
と
な
る
排
水
処
理
の
た
め
の
装
置

（
有
害
物
質
の
排
出
を

防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
性
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る

。

）

対
象
物
質
の
分
析
方
法
に
応
じ
必
要
と
な
る
分
析
機
器
ま
た
は
分
析
装
置
お
よ
び
標
準
物
質

非
自
動
は
か
り

（
ひ
ょ

う
量
が
百
グ
ラ
ム
以
上
で
あ
っ

て
感
量
が
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

に
限
る

。

）

イ
オ
ン
交
換
式
若
し
く
は
蒸
留
式
の
純
水
製
造
装
置
ま
た
は
純
水

対
象
物
質
の
分
析
方
法
に
応
じ
必
要
と
な
る
排
ガ
ス
処
理
の
た
め
の
装
置

（
有
害
物
質
の
排
出

を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
性
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る

。

）

対
象
物
質
の
分
析
方
法
に
応
じ
必
要
と
な
る
排
水
処
理
の
た
め
の
装
置

（
有
害
物
質
の
排
出
を

防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
性
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る

。

）

温
度
計

（
計
量
範
囲
が
零
度
か
ら
五
百
度
よ
り
も
広
い
も
の
で
あ
っ

て

、
目
量
が
二
度
以
下
の

も
の
に
限
る

。

）

ガ
ス
メ
ー

タ
ー

（
一
時
間
当
た
り
の
使
用
最
大
流
量
が
三
百
リ
ッ

ト
ル
ま
で
の
範
囲
の
流
量
を

計
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る

。

）

Ｕ
字
型
マ
ノ
メ
ー

タ
ー

ま
た
は
傾
斜
型
マ
ノ
メ
ー

タ
ー

ピ
ト
ー

管
式
流
速
計
ま
た
は
熱
線
式
流
速
計

吸
引
装
置

（
気
体
を
吸
引
で
き
る
も
の
に
限
る

。

）

四三一一一一一 一一一一一 一一一一一一一一一一

環
境
計
量
士

（
騒

音
・
振
動
関
係

）

環
境
計
量
士

（
濃
度

関
係

）
で
あ
っ

て
対

象
物
質
の
濃
度
に
関

す
る
実
務
に
一
年
以

上
従
事
し
て
い
る
者

ま
た
は
こ
れ
と
同
等

以
上
の
経
験
を
有
し

て
い
る
と
経
済
産
業

大
臣
が
認
め
た
者

七

音
圧
レ
ベ
ル
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イロハニ

振
動
レ
ベ
ル
計

レ
ベ
ル
レ
コ
ー

ダ
ー

（
一
ヘ
ル
ツ
か
ら
八
十
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
範
囲
に
お
い
て

、
記
録
で

き
る
レ
ベ
ル
範
囲
が
五
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
も
の
に
限
る

。

)

三
分
の
一
オ
ク
タ
ー

ブ
バ
ン
ド
分
析
器
ま
た
は
こ
れ
と
同
じ
若
し
く
は
よ
り
高
い
性
能
を
有
す

る
周
波
数
分
析
器

（
一
ヘ
ル
ツ
か
ら
八
十
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
範
囲
の
周
波
数
を
分
析
で
き
る
も
の

に
限
る

。

)

デ
ー

タ
レ
コ
ー

ダ
ー

（
一
ヘ
ル
ツ
か
ら
八
十
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
範
囲
に
お
い
て

、
四
十
五

デ
シ
ベ
ル
以
上
の
レ
ベ
ル
範
囲
で

、
正
負
一
デ
シ
ベ
ル
以
内
の
偏
差
で
記
録
で
き
る
も
の
に
限

る

。

)

三一一一

八
　
振
動
加
速
度
レ
ベ
ル


